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平成30年告示第102号(普通徴収に係る個人の市民税等の収納事務の委託について)の一部を次のように改正し、

平成30年 8月27日から効力を有するものとします。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表中

北海道札幌市中央区南九条西 5丁目421番地
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⑨金沢市告示第250号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
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人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合を含

む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定したので、生活保護法第55条の

3の規定により次のとおり告示します。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 指定年月日

レディースクリニックゅう 金沢市弥生 3丁目 3番46号 平成30年6月1日

医療法人社団パークビル透析クリニック 金沢市広岡 3丁目 1番 1号金沢パークビルB1階 平成30年6月1日

ミロク町診療所 金沢市弥勅町ロ70番地3 平成30年6月1日

EST訪問看護ステーション森本 金沢市吉原町ホ45番地 ナカジマビル101 平成30年7月4日

⑨金沢市告示第251号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永件帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により、指定医療機関から指定訪問看護事業者等及び訪問看護ステーション等の名称を変更した旨

の届出があったので、生活保護法第55条の 3の規定により、次のとおり告示します。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

訪問看護ステーション等の名称 指定訪問看護事業者等の名称
変更年月日

変更前 変更後 変更前 変更後

ジャパンケア金沢笠舞
SOMPOケア金 株式会社ジャパンケア SOMPOケア株式

平成30年7月1日
沢笠舞訪問看護 サービス 会社

⑨金沢市告示第252号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により指定医療機関から当該指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第

55条の 3の規定により次のとおり告示します。

平成30年 8月21日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 廃止年月日

レディースクリニックゅう 金沢市弥生 3丁目 3番46号 平成30年5月31日

パークビル透析クリニック 金沢市広岡 3丁目 1番 1号金沢パークビルB1階 平成30年5月31日

医療法人社団ミロク町診療所 金沢市弥勤町ロ70番地3 平成30年5月31日

⑨金沢市告示第253号

生活保護法 (昭和25年法律第144号)第54条の 2第 l項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によ

る場合を含む。)の規定により介護機関を指定したので、生活保護法第55条の 3の規定により次のとおり告示します。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義
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事業所 事 業者
指定 サービス

事業所番号 主たる事務所
名称 所在地 名称

の所在地
年月日 の種類

1770105326 コープいしかわ居 金沢市戸板2丁 生活協同組合コー 白山市行町西 1 平成30年 居宅介護支援

宅介護支援事業所 目73番地 プ石川 番地 6月 1日 事業

⑨金沢市告示第254号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の 2第4項において準用する同法第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により指定介護機関から名称等を変更した旨の届出があっ

たので、生活保護法第55条の 3の規定により次のとおり告示します。

平成30年 8月21日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号
事業所の名称 事業者の名称 変更

変更前 変更後 変更前 変更後 年月日

1770105789 マナの家増泉 ひやくまん星増泉
平成30年

6月1日

1760190817 
ジャパンケア金沢 SOMPOケア金沢笠舞 株式会社ジャパン SOMPOケア株 平成30年

笠舞 訪問看護 ケアサービス 式会社 7月1日

ジャパンケア金沢 SOMPOケア金沢笠舞 株式会社ジャパン SOMPOケア株 平成30年
1770103149 

笠舞 居宅介護支援 ケアサービス 式会社 7月1日

ジャパンケア金沢 SOMPOケア金沢笠舞 株式会社ジャパン SOMPOケア株 平成30年
1770103149 

笠舞 訪問介護 ケアサービス 式会社 7月1日

1770103164 
ジャパンケア金沢 SOMPOケア金沢金石 株式会社ジャパン SOMPOケア株 平成30年

金石 訪問介護 ケアサービス 式会社 7月1日

ジャパンケア金沢 SOMPOケア金沢金石 株式会社ジャパン SOMPOケア株 平成30年
1770103164 

居宅介護支援 式会社金石 ケアサービス 7月1日

1770103172 
ジャパンケア金沢 SOMPOケア金沢笠舞 株式会社ジャパン SOMPOケア株 平成30年

笠舞 訪問入浴 ケアサービス 式会社 7月1日

⑨金沢市告示第255号

介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第 1項本文の規定により指定居宅サービス事業者として次のとおり指

定したので、同法第78条の規定により告示します。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護 保 険 事業所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1760191336 訪問看護ステー 金沢市馬替2丁 株式会社シェー 平成30年 7月 1日 訪問看護

ション憩の家 目8番地 1 ネアルト

1770103578 訪問介護事業所 金沢市涌波 1丁 株式会社イワク 平成30年 7月 1日 訪問介護

マナの家涌 目1番32号 フ

波

1770106183 itosie 金沢市問屋町 1 株式会社プレシ 平成30年 7月 1日 通所介護

丁目37番地 ャス
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⑨金沢市告示第256号

介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第 1項本文及び第53条第 1項本文の規定により指定居宅サービス事業

者及び指定介護予防サービス事業者として次のとおり指定したので、同法第78条及び第115条の10の規定により告示

します。

平成30年 8月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護 保 険 事業所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1760191328 EST訪問看護 金沢市吉原町ホ 株式会社Ar t 平成30年 7月1日 訪問看護

ステーション森 45番地ナカジ r e s t 介護予防訪問看護

本 マビル101

⑨金沢市告示第257号

介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の 5第2項の規定により指定居宅サービス事業者及

び指定介護予防サービス事業者から当該指定居宅サービスの事業及び指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届

出があったので、同法第78条及び第115条の10の規定により次のとおり告示します。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護 保 険 事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770101622 こもれび福祉用 金沢市疋田 2丁 株式会社トータ 平成30年 7月31日 福祉用具貸与

具貸与事業所 目99番地 ルシステム 介護予防福祉用具貸与

こもれび 特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売

⑨金沢市告示第258号

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の 5第2項の規定により指定地域密着型サービス事業者から当該指定

地域密着型サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の11の規定により次のとおり告示します。

平成30年 8月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護 保 険 事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770105300 サンケア戸板 金沢市戸板 1丁 サンケア杜の里 平成30年 7月31日 地域密着型通所介護

目26番地 株式会社

⑨金沢市告示第259号

介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により指定居宅介護支援事業者から当該指定居宅介護支

援の事業を廃止する旨の届出があったので、同法第85条の規定により次のとおり告示します。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護 保 険 事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770104402 ひなの家居宅介 金沢市古府2丁 株式会社スパー 平成30年 7月31日 居宅介護支援

護支援事業所 目50番地 テル
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⑨金沢市告示第260号

平成30年告示第108号(普通徴収に係る保険料の収納事務の委託について)の一部を次のように改正し、平成30年

8月27日から効力を有するものとします。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表中

株式会社セイコ マ ト

代表取締 役丸谷智保
北海道札幌市中央区南九条西 5丁目421番地

株式会社セ ブオン

代表取締役平田実
群馬県前橋市亀里町900番地

を

北海道札幌市中央区南九条西 5丁目421番地

改める。

⑨金沢市告示第261号

平成30年告示第112号(普通徴収に係る保険料の収納事務の委託について)の一部を次のように改正し、平成30年

8月27日から効力を有するものとします。

平成30年8月21日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表中

株式会社セイコ マ ト

代表取締役丸谷智保
北海道札幌市中央区南九条西 5丁目421番地

株式会社セブオン

代表取締役平田実
群馬県前橋市亀里町900番地

を

北海道札幌市中央区南九条西 5丁目421番地

改める。

⑨金沢市告示第262号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の 2第2項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関として次のと

おり指定したので、同法第19条の19の規定により告示します。

平成30年8月21日

1 診療所

名 称

顔のク リニック金沢

2 薬局

名 称

とくひさ泉本町薬局

金沢市長 山

所在地

金沢市鞍月 5丁目150番地 MBPビル2F

所在地

金沢市泉本町4丁目11番地

-5-

野 之 義

指定年月日

平成30年8月 1日

指定年月日

平成30年8月 1日
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臣と
.1m. 査 公 表

⑨金沢市監査公表第14号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第199条第 l項及び第4項の規定により実施した財産の管理等状況監査の結果

に関する報告を次のとおり決定したので、同条第 9項の規定により当該報告を公表します。

平成30年8月21日

金沢市監査委員 林

金沢市監査委員 中

金沢市監査委員 福

金沢市監査委員 安

村

田

達

充

哲

太

男

郎

郎

前

第 1 監査の概要

1 監査の対象箇所

番号 課 名 監査対象箇所 番号 課 名 監査対象箇所

1 文 化施 設課 金沢歌劇座 20 
こども総合相談

児童相談所
センター

2 " 金沢市民芸術村 21 施設 管 理課 西部環境エネルギーセンター

3 " 金沢21世紀美術館 22 教育総務課
長田町小学校

学 校指導 課

4 " アートホール 23 " 明成小学校

5 " 中村記念美術館 24 " 大浦小学校

6 " 金沢蓄音器館 25 " 鞍月小学校

7 " 金沢くらしの博物館 26 " 大徳小学校

8 " 金沢文芸館 27 " 額小学校

9 " 老舗記念館 28 " 田上小学校

10 スポ ー ツ振興課 中央市民体育館 29 " 新神田小学校

11 " 浅野川市民体育館 30 " 杜の里小学校

12 市 民 課 金石市民センター 31 " 野田中学校

13 " 安原市民センター 32 " 城南中学校

14 " 浅川市民センター 33 " 兼六中学校

15 長寿福祉課 老人福祉センター万寿苑皇官分館 34 " 鳴和中学校
(十一屋生きがい交流 ) 

16 " 
卯辰山公園健康交流センター

35 " 医王山小学校
千寿閤

17 こども政策推進課 矢木保育所 36 " 医王山中学校

18 " 双葉保育所 37 生涯学習 課 中央公民館彦三館

19 " 八田保育所 38 図 書 館 総 務 課 平和町児童図書館

6 



平成30年(2018年)8月21日 第 2946号 金沢市 公報

2 監査の期間

平成30年4月16日から同年8月7日まで

3 監査を執行した監査委員

林充男、中村哲郎、福田太郎、安達前、横越徹、中西利雄

なお、横越徹、中西利雄は平成30年6月22日に退任し、代わって同月25日に福田太郎、安達前が就任した。

4 監査の対象範囲

平成29年度の財産管理等に係る事務(ただし、必要と認められた平成30年度及びその他の年度の事務を含む。)

5 監査の対象項目

(1) 公有財産の管理状況

(2) 物品の管理状況

(3) 公金等の取扱状況

6 監査の着眼点

全国都市監査委員会が定める監査等の着眼点の「財務事務監査の着眼点」とした。

7 常査の実施内容

財産の管理等の事務が法令等に従って適正に行われているかを主眼として監査を実施した。

監査に当たっては、あらかじめ関係資料の提出を求め、抽出により諸帳簿等の関係書類等について調査を行い、

関係職員から説明を聴取するとともに、公有財産等の管理等状況について実査を行った。

第2 監査の結果

財産の管理等の事務については、次のとおり改善を必要とする事項があったので、 内容を十分把握して適切な

措置を講じられたい。

なお、公表すべき事項には至らなかったが、改善を必要とする事項については、関係課長にその旨指示したの

で、記述を省略した。

1 公有財産の管理について

[指摘事項 (改善を必要とする事項)J 

消防用設備の保守・管理について、 一部の施設において点検時の不備が2年度以上改善されていないものや

消防査察時の不備が改善されていないものが見受けられたので、必要な措置を早急に講じる必要がある。

[教育総務課】

農業委員会告示

⑨金沢市農業委員会告示第8号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第 l項の規定により平成30年第8回金沢市農業委員会総

会を招集し、金沢市農業委員会会議規則(昭和36年農業委員会規則第3号)第3条第 1項の規定により次のとおり告

示します。

平成30年8月21日

1 日時

平成30年 8月27日午後3時

2 場所

金沢市議会全員協議会室

3 議案

金沢市農業委員会

会長井 口

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第 l項に規定する許可の申請について

(2) 農地法第4条第 l項に規定する許可の申請に対する意見決定について

(3) 農地法第 5条第 l項に規定する許可の申請に対する意見決定について

(4) 農用地利用集積計画の決定について

(5) 金沢農業振興地域整備計画の変更に関する意見決定について
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公 営企業告示

⑨金沢市公営企業告示第27号

平成30年公営企業告示第11号(水道料金、ガス料金、ガス警報器リース料及び下水道使用料の収納事務の委託につ

いて)の一部を次のように改正し、 平成30年8月27日から効力を有するものとします。

平成30年8月21日

金沢市公営企業管理者 桶 ) 11 秀 志

第 1項の表中

株式会社セイコ マ ト

代表取締役丸谷智保
北海道札幌市中央区南九条西 5丁目421番地

株式会社セ ブオン

代表取締役平田実
群馬県前橋市亀里町900番地

を

北海道札幌市中央区南九条西 5丁目421番地

改める。

。正誤

O平成30年 3月30日付け金沢市公報号外第11号の 3

頁

16 

箇 所

下から11行目

誤

「市長」を「指定管理者」に

正

「入園料」を「入園料金」に、「市長」を「指定管理者」に

頁

17 

箇 所

上から 1行目

誤

第6条を次のように改める。

正

第 5条(見出しを含む。)中 「入館料」を「入館料金」に改め、 同条中「市長」を「指定管理者」に改める。

第6条を次のように改める。
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